
「こどもＳＯＳの家」協力員の手引き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こ わ い ！ あ ぶ な い ！ 

と お も っ た ら 、 

こ ど も Ｓ Ｏ Ｓ の 家 

に か け こ も う ！！ 



 

この手引きは、次のような内容となっています｡ 

Ｐ１～６ 「こどもＳＯＳの家」事業について 

事業の趣旨、活動内容について説明してあります。 

Ｐ７   「こどもが助けを求めてきたときの対応」 

実際にこどもが助けを求めてきたときの対応についてのマニュアルです。 

Ｐ８    関係機関の連絡先 

こどもが助けを求めてきた状況に応じて、警察や学校への連絡にご活用下

さい。 

 

注）「こどもＳＯＳの家」のステッカーを掲示していただきますと、実際にこどもが助

けを求めてくることがあります。 

あらかじめご家族や従業員の方にも、この事業について説明していただきますよう、

お願い申し上げます｡ 

 

 

問合せ先 

 

「こどもＳＯＳの家」事業内容や協力員の登録・辞退について 

 大田区地域未来創造部地域力推進課 青少年健全育成担当 

 TEL 5744-1223    FAX 5744-1518 

 

こどもを保護した場合や建物等が損害を受けた場合など 

 大田区総務部防災危機管理課 生活安全担当 

 TEL 5744-1634   FAX 5744-1519 

 

 

 

 



「こどもＳＯＳの家」事業について 

 

｢こどもＳＯＳの家」とは 

こどもたちが登下校時の通学路をはじめ､下校後の道路・公園・広場等で、「声かけ」

「つきまとい」などを受けたり、身の危険を感じたりした場合に、助けを求めることので

きる場所として、また、地域の中でのこどもたちの相談に応じる場所として設置するもの

です。 

こどもＳＯＳの家協力員になると、こどもたちが助けを求めてきたときは、保護し、必

要に応じて、警察や学校に連絡する等ご協力いただきます。（８頁参照） 

協力員をお願いしている方 

１ 自宅・店舗等が（１）～（３）の条件に合う方、あるいは（４）の方。 

（1）近隣の小・中学校の通学路に近い。 

（2）公園等に近い。 

（3）商店街や、普段からこどもがよく集まるところに近い。 

（４）上記以外の場所にあるが、この事業の趣旨に賛同し、協力できる。 

２ 自宅や店舗等の前に、「こどもＳＯＳの家」のステッカーを掲示することが可能であ

る方 

３ 日常的に留守にすることが少ない方 

４ こどもたちの健全育成について関心が高い方 

 

 

 

 

 

 



協力員の活動内容 

協力員の方には、次のような活動をお願いいたします。 

１ ステッカーの掲示 

 ステッカー（区からの配付）は、道路に面した門、玄関、店舗の扉など、こどもたちか

らよく見える場所で、こどもたちの目線に合わせた高さ（1ｍ～1.5ｍ）のところに掲示

をお願いします。 

★緊急時にこども達が駆け込む際に、ステッカーが目印、目標となります。 

★日頃より「こども SOS の家」であることを周囲に知らせることができます。 

★ステッカーが貼ってあること自体が、不審者の警戒心を強め、犯罪抑止に 

つながります。 

 

◆ステッカーの種類 

 「こども SOS の家ステッカー」は３種類あります。 

 

 

 

 

 

 

◆ステッカーの貼替え等について 

 汚れ、廊下、貼替え等によりステッカーをご希望の方は、地域力推進課青少年健全

育成担当までご連絡ください。 

 ※ステッカーの耐用年数はおおむね１年間です。 

 （貼付場所の状況等により耐用年数は異なります。） 

 

 

 

 



２ こどもたちが助けを求めてきたときの対応 

（1）事件や事故に巻き込まれていると思われる時には、すぐに警察（１１０番）への通

報をお願いします。 

（2）こどもを落ち着かせて事情を聞く。同時に追いかけてくる人はいないか、ケガは

していないかなど、こどもの安全を確認する。ケガをしている場合には、状況に応

じて、救急車（１１９番）を呼ぶなどの措置を行うようお願いします。 

（3）こどもを保護した場合は、こどもの自宅や学校に連絡を入れ、１人では帰さない

ようにお願いします。（８頁参照） 

（４）こどもの自宅や学校に連絡を入れたあとに、一連の経過について電話により、下

記まで連絡をお願いします。 

   大田区 総務部 防災危機管理課 生活安全担当 

電話 ５７４４－１６３４ ／ FAX ５７４４－１５１９ 

３ 日頃の見守り活動 

（1） 日頃から、地域のこどもたちと顔見知りになって声かけをしたり、こどもが相談

に来た時には話を聞いてあげるようお願いします。 

（２）登下校時、短時間で構いませんので、可能な範囲で、家や店舗などの出入り口付

近に立ち、こども達を見守っていただくようお願いします。 

（３）区の安全・安心メールにより不審者情報を受けた場合は、特に周辺に注意を払う

ようお願いします。（大田区安全・安心メールに未登録の方については、ご登録を

お願いします。） 

 

☆タスキの着用 

協力員の方には、協力員登録後、タスキをお渡しします。協力員である目印となりま

すので、見守り活動の際にはご着用をお願いします。 

 ご不在となるときには・・・ 

ご不在となるときには、特別の対応はいりません。 

この活動は、地域の大人たちが、可能な範囲でこどもたちを見守っていこうという活

動です。協力員となることで、日常の行動が制限されることはありません。 

 

 



こどもＳＯＳの家の活用事例 

 （１）事例１ 

    放課後、公園で小学生らが遊んでいたところ、見知らぬ男に「肩車してあげよう

か」などと声をかけられたため、「こどもＳＯＳの家」である近くの児童館に駆け

込みました。 

 （２） 事例２ 

    下校中、小学生が、自転車に乗った男にじろじろと見られ、「お小遣い欲しくな

い」などと声をかけられたため、走って逃げ、「こどもＳＯＳの家」である近くの

文房具店に駆け込みました。 

 （３） 事例３ 

    下校中、小学生が、自転車に乗った見知らぬ男から「おかえり」と声をかけられ

ました。無視して逃げると男が追いかけてきたため、「こどもＳＯＳの家」である

コンビニエンスストアに駆け込みました。 

 （４）事例４ 

   下校中、小学生が、見知らぬ男に、後をつけられました。小学生は、「こどもＳＯ

Ｓの家」である近くの児童館に駆け込みました。 



報酬・期間について 

無報酬でお願いいたします。 

ご活動いただく期間については１年間です。（４月から翌年３月まで） 

辞退の申し出がないかぎり、翌年度以降も登録を継続するものとします。 

また、以下のような状況変更等がある場合は、下記担当まで必ずご連絡ください。 

〇協力員を辞退するとき 

〇協力員氏名、住所や連絡先などが変わったとき 

〇ステッカーが剥がれてしまった等により、新しくステッカーが必要なとき 

 

           大田区 地域未来創造部 地域力推進課 青少年健全育成担当  

電話 ５７４４－１２２３／ FAX ５７４４－１５１８ 

 

見舞金補償制度について 

大田区は、協力員の方が万一事故に遭われた際の見舞金補償制度を設けております。 

＜見舞金補償制度が適用される事故＞は、次のとおりです｡ 

１ 傷害事故 

こどもが、「こどもＳＯＳの家」に避難してきた時点から 1 週間以内に、不審者等

から補償の対象となる方が人的危害を受ける事故。 

２ 建物損害事故 

こどもが、「こどもＳＯＳの家」に避難している間に､不審者等から補償の対象とな

る建物等が物的危害を受ける事故。 

 ※ 事故に遭われたときは、かならず警察署に被害届を提出するようお願いします｡ 

＜補償の対象となるもの＞は、次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 



１ 協力員等が被害に遭ったときの傷害見舞金 

（１）「こどもＳＯＳの家」が個人住宅の場合 

ア 協力員及び当該住宅に住んでいるその親族 

イ 当該住宅の来訪者 

（２）「こどもＳＯＳの家」が店舗（店舗併用住宅を含む｡）の場合 

ア 協力員及び当該店舗で事業を行う者 

イ 従業員（アルバイトを含む。） 

ウ 当該店舗の来訪者 

２ 「こどもＳＯＳの家」の建物等が損害を受けたときの建物損害見舞金 

「こどもＳＯＳの家」及びその付属建物、付属設備、その中にある物（自動車及び原

動機付自転車を除く。） 

見舞金額は、次のとおりです。 

項目 金額（限度額） 

死亡見舞金 一人      １,０００万円 

後遺傷害見舞金 一人   ３０～１,０００万円 

入院見舞金 一回限り       ５万円 

通院見舞金 一回限り       １万円 

建物損害見舞金 一回限り       ３万円 

 

 

問合せ先 大田区地域未来創造部 地域力推進課 青少年健全育成担当 

        電話 ５７４４－１２２３／ FAX ５７４４－１５１８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（連絡先） 大田区 総務部 防災危機管理課 生活安全･危機管理担当
　          電話　５７４４－１６３４　/　ＦＡＸ　５７４４－１５１９

こどもが助けを求めてきたときの対応

こどもが助けを求めてきたら

保護者・学校へ連絡

　＊ 保護し、落ち着かせる

　＊ 追跡者の有無等、安全を確認する

　＊ 事情を聞く

① 事件の内容（つきまとい、痴漢、傷害等）

警察の指示に従う

被害状況、事件の内容に応じて

◎ 迎えの依頼

＊「警察に伝えること」と同じ

※ 状況により、119番通報もお願いします。

⑤ 犯人の情報（服装・年齢・人相・身体的特徴等）

② 発生した時間と場所

警察に１１０番通報

③ 被害を受けたこどもの氏名・住所

警察に伝えること 保護者および学校に伝えること

④ 被害状況（ケガ等の有無）

保護者もしくは学校に引き渡す

⑥ ご自身の氏名・住所・電話番号

こどもを保護した状況・経過について連絡する
・電話などにより下記まで連絡をお願いします。



 

〈関係機関の連絡先〉 ＜蒲田地区＞続き

矢口西小学校 ３７５９－９６２１
多摩川小学校 ３７５９－８３３１
相生小学校 ３７３２－８３１１

大森警察署 ３７６２－０１１０ 矢口東小学校 ３７３２－９６２５
田園調布警察署 ３７２２－０１１０ おなづか小学校 ３７５３－２６１５
蒲田警察署 ３７３１－０１１０ 道塚小学校 ３７３２－９６１５
池上警察署 ３７５５－０１１０ 蒲田小学校 ３７３２－８３１７
東京空港警察署 ５７５７－０１１０ 南蒲小学校 ３７３２－９６３１

新宿小学校 ３７３２－８３２８
東蒲小学校 ３７３２－９６３５

＜大森地区＞ ※ 私立小学校
大森第四小学校 ３７４１－４２６５ 清明学園初等学校 ３７２６－７１３８

中富小学校 ３７６２－６７５６ 文教大付属小学校 ３７２０－１０９７
大森第一小学校 ３７６２－６５２８
開桜小学校 ３７６２－６５３８ ※ 区立中学校
大森第三小学校 ３７６２－６６２８ ＜大森地区＞

大森第五小学校 ３７６２－６６３８ 大森第一中学校 ３７４４－３５０１
大森東小学校 ３７６３－５４８１ 大森東中学校 ３７６２－３１９１
入新井第五小学校 ３７６２－６４３８ 大森第二中学校 ３７６２－６４５６
入新井第一小学校 ３７６２－６４２８ 大森第八中学校 ３７６２－６６５６
山王小学校 ３７７３－３９６１ 馬込中学校 ３７７３－３９８５
馬込小学校 ３７７３－３９６５ 馬込東中学校 ３７７３－３９８８
馬込第二小学校 ３７７３－３９６８ 貝塚中学校 ３７７３－３９９１
馬込第三小学校 ３７７３－３９７１ 大森第四中学校 ３７５３－７５００
梅田小学校 ３７７３－３９７５ 大森第三中学校 ３７７３－３９９５
池上小学校 ３７５３－９３８１
池上第二小学校 ３７５３－９３６１
徳持小学校 ３７５３－９５９１ ＜調布地区＞
入新井第二小学校 ３７７３－３９７８ 東調布中学校 ３７５０－４２７５
入新井第四小学校 ３７７３－３９８１ 田園調布中学校 ３７２１－４２４１

大森第七中学校 ３７５２－４２７８
＜調布地区＞ 雪谷中学校 ３７２６－３１２１
東調布第一小学校 ３７５０－２２５８ 大森第十中学校 ３７５２－４２４５
田園調布小学校 ３７２１－８９０７ 大森第六中学校 ３７２６－７１５５
調布大塚小学校 ３７２７－６１０７ 石川台中学校 ３７２６－７１４８
東調布第三小学校 ３７５０－２２６０
嶺町小学校 ３７５８－２２７７ ＜蒲田地区＞
千鳥小学校 ３７５０－００４８ 羽田中学校 ３７４４－３３５１
久原小学校 ３７５３－９４１１ 糀谷中学校 ３７４４－２６６１
松仙小学校 ３７５３－９１４１ 出雲中学校 ３７４４－２３３１
池雪小学校 ３７２６－０１２６ 六郷中学校 ３７３２－９３３８
小池小学校 ３７２９－５１０１ 志茂田中学校 ３７３２－９３１８
雪谷小学校 ３７２９－５１２１ 南六郷中学校 ３７３２－９３５１
洗足池小学校 ３７２６－４３０１ 矢口中学校 ３７５９－９３３１
赤松小学校 ３７２９－０９８６ 御園中学校 ３７３２－９３２８
清水窪小学校 ３７１８－３５３６ 蓮沼中学校 ３７５３－２１２５

安方中学校 ３７５９－９３３５
＜蒲田地区＞ 東蒲中学校 ３７３２－９３２１
糀谷小学校 ３７４１－６５８２ 蒲田中学校 ３７３２－９３１５
東糀谷小学校 ３７４２－６４６６
北糀谷小学校 ３７４２－５３７１ ※ 私立中学校
羽田小学校 ３７４１－５６８２ 清明学園中学校 ３７２６－７１３９
都南小学校 ３７４４－２９６０ 立正大学附属立正中学校 ６３０３－７６８３
萩中小学校 ３７４２－５３８１
中萩中小学校 ３７４４－２８００ ※ 都立特別支援学校
出雲小学校 ３７４２－３５４２ 城南特別支援学校 ３７３４－６３０８
六郷小学校 ３７３２－９６２８ 矢口特別支援学校 ３７５９－６７１５
西六郷小学校 ３７３２－９６１１ 田園調布特別支援学校 ３７２１－６８６１
高畑小学校 ３７３２－８３３５
仲六郷小学校 ３７３２－８３３８ ※ 外国人学校
志茂田小学校 ３７３２－８３２５ 東京朝鮮第六幼初級学校 ３７５０－４１４５
東六郷小学校 ３７３２－９３１１
南六郷小学校 ３７３５－３９１０
矢口小学校 ３７５９－９６１８
続く

※ 警察署

※ 区立小学校

以下の時間帯は電話対応時間外となります。
【平日】区立小学校：平日18時から翌７時30分まで　区立中学校：平日19時から翌7時30分まで
【土日祝日】区立小学校・区立中学校共に終日
※学校行事や長期休業時間中は、設定時間が変更になることがあります。
電話対応時間外に、児童・生徒にかかる事件、事故等で急を要する場合は、大田区役所代表番号（03-5744-
1112）へご連絡ください。折り返し、ご連絡いたします。


